
日本防災士会千葉県北部支部会則

設 立 日:平虎 1`学明 21日

最終改正 :平虎 8年月21日

(名稀

第1条 本会は「日本防災士会千葉県北部支部」(以 下「本会」という。)と 称する。

(械)

第2条 本会は、特定非営利活動法人日本防災士会定款第38条に基づく同会の支部であ

り、会員は次のとおりとする。

(1)正会員 :本会の趣旨に賛同じ入会した防災士、または防災士と同等の知識、技能

を有する個人

(2)賛助会員 :本会の事業を賛助するために入会した個人または団体

2 正会員に総会議決権を付与する。

3本会の活動範囲は原則として千葉県とする。ただし、県外での活動を妨げるものでは

ない。

4会員の範囲は原則 として千葉県に在住又は在勤する者とする。

(目 的)

第3条 本会は、「自助」、「共助」の原則のもと、平時は会員としての防災および減災 (以下

「防減災」という。)に関する技術研鑽並びに一般市民を対象に防減災啓発活動や地域防

減災力の向上を図り、災害時には救援活動を行 うことによつて、安全で安心な社会の実

現に寄与することを目的とする。

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行 う。

(1)会員の防減災に関する知識向上および技術研鑽に関すること。

(2)地域への防減災意識の普及、啓発に関すること。

(3)地域防減災力の向上に関すること。

(4)災害時救援に関すること。

(5)その他本会の目的を達成するために必要な活動。

(磁胴

第5条 本会の事務所を、事務局長宅におく。
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(役員等)

第6条 本会に次の役員をおき、もつて役員会を構成する。

(1)支部長    1名
(2)副支部長  若千名

(3)事務局長   1名
(4)会計     1名
(5)幹事   若干名

2本会に監査委員2名 をおく。

監査委員は、本会の関わる金銭出納関係及び事業全般の監査を行い、総会に報告す

る。なお、すべての会議に出席できるものとする。

3本会に顧間をおくことができる。

4役員及び監査委員の任期は2年間とし、3年 目の定期総会終了時までとする。 (欠員によ

り補充した役員の任期は前任者の残任期間とする。)

5支部長は、本会を代表して会務を総括する。

6副支部長は、支部長を補佐し支部長不在の場合はその職務を代行する。

7事務局長は、会務全般の事務を執行する。

8会計は、本会に関わる金銭の出納を執行する。

9幹事は、本会の事業全般の運営について補佐する。

(会議)

第 7条 本会に次の会議をおく。

1定期総会および臨時総会

2役員会

(総会)

第8条 本会は、年に1回、定期総会を開催し次の事項を議決する。

(1)役員および監査委員の選任に関する事項

(2)予算

(3)事業計画の決定

(4)会則の改正に関する事項

(5)決算の承認

(6)そ の他の事項

2臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

(1)役員会が必要と認め、召集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があ

つたとき。
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3総会開催については、開催 日の7日 前までに正会員に通知を行わなければならな

い 。

4総会は正会員の2分の1以上の出席 (委任状によるものを含む)を もつて成立す

る。

5総会の議決は出席 した正会員の過半数(委任状によるものを含む)の賛成をもつ

て決する。

(役員会)

第9条 役員会の議決は役員総数の過半数をもつて決し、可否同数の場合は支部長の決する

ところによる。

2役員会は次の事項について議決する。

(1)総会で議決 した事項の執行に関すること

(2)総会に付議すべき事項に関すること

(3)顧間の選任に関すること

(4)その他総会の議決を要しない業務執行に関すること

(会費等)

第10条 会員は、本会の運営に必要な経費として年会費を納入するものとする。なお、年

会費の納入は、全額一時払いとする。

2正会員の年会費は2,000円 とする。

3賛助会員の年会費は10,000円 とする。

(会計)

第11条 本会の経費は、会費、寄付金等をもつてこれにあてる。

2本会の会計年度は、毎
/f4月

1日 から始まり、翌年3月 31日 に終わるものとする。

(施行)

第12条 この会則は、平成2r譲月18日 から実施する。

(付則)

この会の設立当初の会計年度は第11条の規定に関わらず、平成2麟譲月18日 から平成

22年3月 末日までの期間とする。

2第8条1項 (4)の規定に関わらず、平成22年度定期総会開催までの期間における本会則の

改正は、役員会の議事により改:正することができる。但し、本会貝Jを改正 した場合は

直近総会において会則改正報告を行 うものとする。

3前項にもとづく平成 21年度での会則改正は、平成22年度定期総会 (平成227・4月 24日

開イ0で改正報告されたc
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4平成Z年度定期総会 (平虎 ″認月22日 開イつ で、会貝Jを改正し、同日施行する。

5平成27年度定期総会 (平成2簿円月19日 開僧 で、会則を改正し、同日施行する。

6平成器各疲 臨喘 会 (平虎 8年月21日 開イリ で、会則をa■Eし、同日,断刊
~る

。
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